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お らし せ行政
からの

広 告

■試験区分（採用予定）
　①薬剤師（ 1名）　②看護師（若干名）
■受験資格
　①薬剤師　�昭和５4年 4 月 ２ 日以降に生まれた人で、

薬剤師免許取得者または取得見込者
　②看護師　�看護師免許取得者または取得見込者
■試 験 日　11月 9 日㈰
■採用予定　平成２7年 4 月 1 日㈬
■申込期間　10月 1 日㈬～10月２4日㈮
　持参　土・日曜日、祝日を除く ８時30分～17時1５分
　郵送　特定記録郵便で提出（10／２4消印有効）

■雇用条件　（条件は業務により変更があります）
　業務内容　パソコン入力ほか事務補助、受付等
　応募資格　多久市内居住者
　勤務条件　月～金曜日　 ８時30分～17時1５分
　賃　　金　日額　6,360円
　保険適用　雇用形態により社会・雇用保険適用
　雇用期間　 1期間 4か月以内（更新の場合有）
■受付期間　10月 1 日㈬～10月31日㈮
　（土・日曜日、祝日を除く　 ８時30分～17時1５分）
■�申込方法　市販の履歴書に必要事項を記入して、市
役所 3階総務課人事係まで
提出してください。

■�採用方法　応募者を名簿に
登載し、募集する課が選考
採用します。なお、履歴書
を提出しても、応募者数・
業務量により、採用されな
い場合もあります。

　平成２６年度の職員採用試験を次のとおり行います。 　臨時で勤務する職員を募集します。

■申込先　〒８46-８５01
　多久市�総務課�人事係（所在地の記入は不要です）
■受験申込書類等の取得方法
　○市役所総務課人事係で配布
　○多久市のホームページからダウンロード
　○�郵便請求　住所、氏名、電話番号を明記し、1２0円切手

を同封のうえ、封筒に「採用試験申込書請求」と朱書き
　　多久市ホームページ（職員採用情報）　https://www.city.taku.lg.jp/

多久市職員・臨時職員を募集します！ ■問い合わせ
　総務課�人事係　☎7５−２11２

■問い合わせ　福祉課�地域福祉係　☎7５−２113

１０月２０日㈪から２６日㈰は

行政相談週間です
～困ったら�一人で悩まず�行政相談～
　登記、道路、年金、福祉など毎日の
暮らしの中で、役所の仕事についての
苦情や意見・要望はありませんか？
　相談は無料で、秘密は固く守られま
す。お気軽にご相談ください。

 １０月の相談日�
■日時　10月２0日㈪　10時～1５時まで
■会場　多久市役所大会議室東
■担当　多久市担当行政相談委員
　　　　高

たか

塚
つか

　功
いさお

　委員
■問い合わせ
　総務省�佐賀行政評価事務所
　行政相談課　☎２２−２6５1

　 ８ 月２２日から ２人の民生委員・児童委員、主任児童委員が交代に
なりました。新たに委員となられた人の氏名および担当地区は次の
とおりです。

　 氏　名 担当地区
民生委員・児童委員 東郷　宏威 荕原
主任児童委員 眞島　啓子 南多久町全域

　　　�臨時福祉給付金・子育て世帯臨時
特例給付金の申請はお済みですか？

　 7 月 1 日から臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請を受け付けています。該当者で、まだ申請をされていない
人は、早めに申請手続きをしてください。
■申請期間　 7 月 1 日から平成２７年 １ 月 ５ 日まで
■問い合わせ　福祉課�保護係　　☎7５−２3２4
 　　　　　　　　　　　　　　　　�こども係　☎7５−611８

民生委員・児童委員、主任児童委員の交代のお知らせ

ご確認
ください！！


